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行財政運営の推進にあたっては、市民の皆様に、本市の財政状況等についてご理解をいただくことが

不可欠であり、そのためにも財政に関する情報を積極的に公表を行い、市民の皆様と情報を共有させて

いただくことが大切であるとの考えから、年2回、6月と12月に財政事情説明書を公表しております。

今回は、令和3年度の決算状況と令和4年度予算の9月30日現在までの執行状況などについてご説

明いたします。

今後とも市民皆様に、より見やすく分かりやすいものとなるよう努めてまいりますので、市政への関心を高

めていただき、より一層のご協力を賜りますようお願いいたします。

は じ め に



一般会計

特別会計

　

・

・

・

　島原市の歳入及び歳出は、「一般会計」と「特別会計」に区分して経理しています。しかしな

がら、市の財政状況を把握しようとするときは、自治体間で異なる一般会計で処理する事業の範

囲を是正し、他市との比較や時系列分析ができるよう、国の基準に基づく全国標準の「普通会

計」（統計処理上の会計）に置き換えています。

　本書の決算数値につきましては、「普通会計」に基づいて説明を行っています。

　一般会計は、市税や地方交付税などを主な財源として、福祉や教育の充実、各種産業の活性化

や道路などの基盤整備といった行政運営の基本的な経費が計上されます。

　特別会計は、交通や病院など特定の事業を行う場合、その特定の収入でもって特定の支出にあ

てて、一般会計とは区分して経理を行う必要がある場合に設置されるもので、本市では、法令や

条例に基づき下記のとおり設置しています。

　　１）法令により設置が義務付けられているもの

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

　　２）市条例により設置しているもの

温泉給湯事業特別会計

１.会計区分

【本説明書における注意】

〇決算における「普通会計」は総務省が定めた地方財政統計上統一的に定めた会計区分であり、一般会

計の決算書数値とは一致しない場合があります。

〇各表・グラフ内の数値・比率の表示は、表示単位未満をそれぞれ四捨五入しているため、増減額、合計

等とは一致しない場合があります。

1



増減比

歳入総額 ① 25,782,652 28,892,487 △10.8%

歳出総額 ② 25,232,384 28,450,652 △11.3%

形式収支（①－②）　③ 550,268 441,835 24.5%

翌年度へ繰り越すべき財源④ 108,363 139,868 △22.5%

実質収支（③－④）　⑤ 441,905 301,967 46.3%

前年度実質収支 ⑥ 301,967 323,283 △6.6%

単年度収支（⑤－⑥）　⑦ 139,938 △ 21,316 756.5%

基金積立金 ⑧ 154,671 166,835 △7.3%

繰上償還金 ⑨ - - -

基金取り崩し額 ⑩ 0 170,000 △100.0%

実質単年度収支

　　⑦+⑧+⑨－⑩
294,609 △ 24,481 1303.4%

用　　　　語

形 式 収 支

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支

単 年 度 収 支

基 金 積 立 金

319,090

△ 170,000

-

増減額

対前年度増減

（単位：千円）

区　　　　分 令和3年度 令和2年度

△ 3,109,835

年度間の財源の不均衡を調整するため決算剰余金などを原資として積み立て、経

済事情の変動等で財源が不足する際や、大型事業などの多額の財源が必要な際

に、取り崩します。

当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額であり、当該年度に新

たに生じた剰余額またはその逆を把握するための指標です。

形式収支から翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた額をいい、前年度以前からの

収支の累積でもあり、一般的に標準財政規模の３～５％程度が望ましいとされて

います。

令和3年度普通会計におきましては、新型コロナウイルス感染症対策事業として実施した、子育て世帯等

臨時特別支援事業などによる扶助費の増加はあるものの、特別定額給付金給付費の皆減などによる補助

費等の大幅な減少、畜産クラスター構築事業費補助金、中学校非構造部材耐震化事業など普通建設

事業費の減少などに伴い、前年度よりも歳入で10.8％減、歳出で11.3％減となりました。

また、「実質収支」では 441,905千円の黒字、「前年度実質収支」 301,967千円を差し引いた「単年

度収支」は、139,938千円の黒字となっています。

なお、本年度は財政調整基金に令和２年度決算の余剰金 151,000千円、利子分等 3,671千円を

積み立てており、「実質単年度収支」は294,609千円の黒字となります。

解　　　　　　　　説

決算における歳入総額から歳出総額を単純に差し引いた額です。

年度内に完了できない事業について、翌年度に持ち越して執行するための財源で

す。

△ 3,218,268

108,433

△ 31,505

139,938

△ 21,316

161,254

△ 12,164

２.令和3年度普通会計決算の概要
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令和3年度 令和２年度 増減額 増減比

1 市 税 4,625,989 4,725,755 △ 99,766 △2.1%

2 地 方 譲 与 税 169,433 166,983 2,450 1.5%

3 利 子 割 交 付 金 2,185 2,669 △ 484 △18.1%

4 配 当 割 交 付 金 16,427 9,555 6,872 71.9%

5 株式等譲渡所得割交付金 20,677 12,236 8,441 69.0%

6 法 人 事 業 税 交 付 金 39,937 15,707 24,230 154.3%

7 地 方 消 費 税 交 付 金 1,075,770 984,499 91,271 9.3%

8 環 境 性 能 割 交 付 金 8,870 9,312 △ 442 △4.7%

9 地 方 特 例 交 付 金 121,528 23,492 98,036 417.3%

10 地 方 交 付 税 6,747,114 6,027,987 719,127 11.9%

11 交通安全対策特別交付金 5,315 5,795 △ 480 △8.3%

12 分 担 金 及 び 負 担 金 58,970 85,184 △ 26,214 △30.8%

13 使 用 料 及 び 手 数 料 309,782 314,107 △ 4,325 △1.4%

14 国 庫 支 出 金 6,170,038 9,575,556 △ 3,405,518 △35.6%

15 県 支 出 金 2,396,864 2,707,231 △ 310,367 △11.5%

16 財 産 収 入 91,777 73,968 17,809 24.1%

17 寄 附 金 1,036,442 820,781 215,661 26.3%

18 繰 入 金 144,020 288,111 △ 144,091 △50.0%

19 繰 越 金 441,835 535,607 △ 93,772 △17.5%

20 諸 収 入 403,381 424,314 △ 20,933 △4.9%

21 市 債 1,896,298 2,083,638 △ 187,340 △9.0%

合　　　　　　　計 25,782,652 28,892,487 △ 3,109,835 △10.8%

　市の行政運営を支える財源には、市民税や固定資産税などの市税や地方交付税、国、県からの補助金、借

入金である市債などがあります。

【普通会計歳入決算】

                     　　区　　　　分

       　款

収 入 済 額 対前年度増減

（単位：千円）

（１） 歳入の決算状況
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（地方消費税交付金等）： 地方消費税交付金、地方譲与税、地方特例交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金、利子割交付金、自動車税環境性能割交付金

　令和3年度の歳入総額は、25,782,652千円で、昨年度に比べ 3,109,835千円の減となりました。

主な増減としましては、普通交付税などの増に伴い地方交付税が719,127千円の増、ふるさとしまばら寄附金の増に伴

い寄附金が215,661千円の増、消費税が10％に引き上げられたことに伴う社会保障財源化分の増に伴い地方消費税

交付金が91,271千円の増となった一方、新型コロナウイルス感染症対策事業として特別定額給付金給付事業費の皆

減などに伴い国庫支出金が3,405,518千円の減となり、全体では歳入減となっています。

歳入の構成比を見ますと、市税や使用料など市が自主的に収入することができる『自主財源』は、 7,112,196千円

（27.6％）で、国や県からの補助金や市債などの『依存財源』は、18,670,456千円（72.4％）となっています。

自主財源の中で最も多いのは、市税の 4,625,989千円で歳入全体の 17.9％、また依存財源の中で最も多いのは、

地方交付税の  6,747,114千円で歳入全体の 26.2％を占めています。

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株式等譲渡所得割交付金

市民の皆さんや、市内に事業所を持つ法人等に納めていただくものです。市民税、固定資産

税、軽自動車税、市たばこ税、都市計画税、入湯税があります。

一旦、国税として徴収されたものを、その後、人口規模や市道の延長・面積など一定の基準によ

り県や市町村に譲与されるもので、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税などがあります。

金融機関等からの預金利子や株式等の配当及び譲渡益に課税された県税の一部を財源とし

て、一定の基準により市に対し交付されるものです。

用　　　　語 解　　　　　　　　　　　　説

市 税

自主財源

27.6%

依存財源

72.4%

市税

17.9%

寄附金

4.0%

繰越金

1.7%

その他

4.0%

地方交付税

26.2%

国庫支出金

23.9%

県支出金

9.3%

市債

7.3%

地方消費税交付金等

5.7%

【普通会計 歳入決算の科目別・財源別構成】

歳入総額

25,782,652千円
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分 担 金 及 び 負 担 金
市が行う事業により利益を受ける方から、その受益を限度として徴収するものです。保育所の保育料

などが該当します。

地 方 特 例 交 付 金

税源移譲により、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額を市民税から控除することになったことに

伴い生じる減収と自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減による減収を

補てんするため交付されるものです。

地 方 交 付 税

市町村によって生じている税収入の格差を是正し、一定の行政水準を保つために国から交付される

交付金です。国税３税（所得税、酒税、法人税）に消費税、地方法人税を加えた５税が原資と

なっています。

市町村が標準的な行政を行うために財源を保障するための「普通交付税」と各市町村の特殊事情

によって生じた財政需要を補うための「特別交付税」があります。

交通安全対策特別交付金

道路交通法に定める反則金を財源として、道路交通安全施設（道路照明灯、カーブミラー等）の

設置及び管理に要する経費に充てるために、交通事故件数などを基準に国が市に対して交付するも

のです。

法 人 事 業 税 交 付 金 県が市町村の従業員数（令和3年度は法人税割額）に応じて、市に対して交付するものです。

環 境 性 能 割 交 付 金
普通自動車の取得時に環境性能に応じて賦課される自動車税環境性能割を、市町村道の延長・

面積等一定の基準により県が市町村に対して交付するものです。

用　　　　語 解　　　　　　　　説

地 方 消 費 税 交 付 金

消費税10％のうち2.2％分を財源として、その一部を県が人口など一定の基準により市に対し交付

するものです。なお、引上げ分については、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給

付並びに少子化に対処するための施策に要する経費やその他社会保障施策に要する経費に充てら

れます。

使 用 料 及 び 手 数 料

市が所有し、または管理している施設の利用や特定の人のために行う行政サービスの対価として徴収

するものです。公共施設の使用料や住民票の写しの交付手数料等が該当し、その施設の維持管理

や行政サービスを行うための財源となります。

国 庫 支 出 金
国と市が行う事業の経費負担区分に基づいて、国が市に対して支出するものです。負担金、委託

費、特定の施設の奨励または財政援助のための補助金などがあります。

県 支 出 金
市が行う事業に対しての交付です。県自らの施策として単独で交付するものと、県が国庫支出金を

経費の全部または一部として交付するもの（間接補助金）があります。

財 産 収 入
市が有する財産などの貸付けによって生じる対価や基金の運用による利息等の財産運用収入と、公

共用地などの売払収入があります。

諸 収 入
収入の性質により、他のどの収入科目に含まれない収入をまとめたものです。延滞金、預金利子、貸

付金元利収入、雑入などがあります。

市 債

市が道路整備や学校建設などの事業を行うにあたり、財源が不足する場合、特に一時に多額の資

金を必要とするときに、外部（財政融資資金・地方公共団体金融機構・銀行など）から資金を調

達するもので、長期的な借入金です。また、地方債を発行することを「起債」といいます。

寄 附 金
市に対する民法上の金銭の無償譲渡です。使途を特定しない一般寄附金と使途を特定した指定

寄附金とがあります。

繰 入 金
一般会計、特別会計及び基金の間で、相互に資金運用をするものです。他の会計や基金から資金

が移される場合を「繰入」（歳入科目）、また、移す場合を「繰出」（歳出科目）といいます。

繰 越 金 前年度の決算で生じた余剰金を、翌年度の歳入に編入するときの収入です。
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令和3年度 令和2年度 増減額 増減比

1 議 会 費 204,552 204,023 529 0.3%

2 総 務 費 3,179,213 7,483,255 △ 4,304,042 △57.5%

3 民 生 費 10,773,753 9,682,893 1,090,860 11.3%

4 衛 生 費 2,286,079 1,953,564 332,515 17.0%

5 労 働 費 15,271 15,488 △ 217 △1.4%

6 農 林 水 産 業 費 690,860 1,083,807 △ 392,947 △36.3%

7 商 工 費 1,601,502 1,433,898 167,604 11.7%

8 土 木 費 1,835,818 1,424,056 411,762 28.9%

9 消 防 費 609,204 715,026 △ 105,822 △14.8%

10 教 育 費 1,868,905 2,465,922 △ 597,017 △24.2%

11 災 害 復 旧 費 132,519 215,934 △ 83,415 △38.6%

12 公 債 費 2,034,708 1,772,786 261,922 14.8%

13 諸 支 出 金 － － － －

14 予 備 費 － － － －

25,232,384 28,450,652 △ 3,218,268 △11.3%

令和3年度 令和2年度 増減額 増減比

3,157,816 3,189,432 △ 31,616 △1.0%

6,931,191 6,417,584 513,607 8.0%

2,034,708 1,772,786 261,922 14.8%

2,367,460 2,838,104 △ 470,644 △16.6%

132,519 215,934 △ 83,415 △38.6%

3,213,015 2,954,052 258,963 8.8%

4,080,257 7,802,056 △ 3,721,799 △47.7%

133,192 152,214 △ 19,022 △12.5%

2,266,476 2,248,536 17,940 0.8%

880,750 662,954 217,796 32.9%

35,000 197,000 △ 162,000 △82.2%

合　　　　　計 25,232,384 28,450,652 △ 3,218,268 △11.3%

対前年度増減

市の行政運営にかかる経費（歳出）については、その行政目的ごとに分類した『目的別経費』と、人件費や借

入金の返済額など、その経費の性質別に分類した『性質別経費』の２通りの観点から市の財政を分析することが

できます。

『目的別経費』では、目的は市の予算や決算においてもっとも大きな区分である「款（かん）」を基準として分

類され、どの行政分野に、どれくらいお金を使ったかが分かります。

『性質別分類』では、性質は用途で分類され、モノあるいはサービスなどに、どれくらいのお金を使ったかが分かりま

す。

【普通会計歳出決算 ： 目的別構成】

                　　　　区　　　　分

      　　款

支 出 済 額 対前年度増減

合　　　　　　　計

【普通会計歳出決算 ： 性質別構成】

                　　　　区　　　　分

      　　款

支 出 済 額

（単位：千円）

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

物 件 費

補 助 費 等

維 持 補 修 費

繰 出 金

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金

（２） 歳出の決算状況
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義務的経費

48.1%

投資的経費

9.9%

その他

42.0%

扶助費

27.5%

人件費

12.5%

公債費

8.1%普通建設事業費

9.4%

災害復旧事業費

0.5%

補助費等

16.2%

物件費

12.7%

繰出金

9.0%

積立金

3.5%

その他

0.6%

【普通会計 歳出決算の性質別構成】

歳出総額

25,232,384千円

民生費
42.7%

総務費
12.6%

衛生費
9.1%

公債費
8.1%

教育費
7.4%

土木費
7.3%

商工費
6.3%

農林水産業費
2.7%

消防費
2.4% その他

1.4%

【普通会計 歳出決算の目的別構成】

歳出総額

25,232,384千円
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用　　　　語

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費
健康増進、予防接種、ゴミ処理、環境対策など、健康で衛生的な生活環境を保持するために

要する経費です。

【歳出総括】

令和3年度の歳出総額は、 25,232,384千円で、昨年度に比べ 3,218,268千円（△11.3％）の減と

なりました。

歳出の主な増減としては、小中学校非構造部材耐震化事業や畜産クラスター構築事業費補助金などの減

により普通建設事業費が470,644千円の減、新庁舎整備事業などの減により災害復旧事業費が83,415千

円の減、営業時間短縮協力金事業などの増があるものの、特別定額給付金給付費の皆減などにより補助費

等が3,721,799千円の減となっています。一方、子育て世帯等臨時特別支援事業や障害者自立支援給付

費などの増により扶助費が513,607千円の増、新庁舎整備事業にかかる地方債の元利償還が本格的に始

まったことに伴い公債費が261,922千円の増、新型コロナウイルスワクチン予防接種事業経費や、ふるさとしま

ばら寄附金事業経費などの増により物件費が258,963千円の増、市債管理基金積立金やふるさとしまばら応

援基金積立金などの増により積立金が217,796千円の増となりました。

【歳出の目的別構成分析】

歳出がどのような目的に使われたかを表す『目的別経費』の割合で分析すると、市民のみなさまの医療・生活

保護・子育てなどの福祉の向上にかかる民生費の占める割合が全体の 42.7％と最も大きく、以降、総務費

（12.6％）、衛生費（9.1％）、公債費（8.1％）、教育費（7.4％）、土木費（7.3％）、商工費

（6.3％）、農林水産業費（2.7％）、消防費（2.4％）、議会費（0.8％）、災害復旧費（0.5%）、

労働費（0.1％）の順となっています。

【歳出の性質別構成分析】

歳出決算額を『性質別経費』で分析すると、「扶助費」 が 6,931,191千円（27.5％）と最も多く、「人件

費」が 12.5％、「公債費」が 8.1％で、この３項目は任意に削減することのできない「義務的経費」といわれ全

体の 48.1％を占めています。また、道路整備費などの「投資的経費」が 9.9％、補助費等など「その他の経

費」が 42.0％となっています。

金額から見ると、「義務的経費」が前年度比 743,913千円の増、「投資的経費」が前年度比 554,059千

円の減、「その他の経費」が前年度比 3,408,122千円の減となり、割合でみると、「義務的経費」が8.1ポイン

ト上昇、「投資的経費」が0.8ポイント下降、「その他の経費」が7.3ポイント下降しています。

※各目的・性質の内容につきましては、下記の「用語解説：歳出科目（目的別）」、「用語解説：歳出科目

（性質別）」をご参照ください。

解　　　　　　　　説

議会の活動に関する経費です。主に市議会議員への報酬・手当、議員の政務活動費、各委

員会の視察研修旅費、議会報作成費などがあります。

庁舎管理、人事・秘書広報、企画、財政、戸籍、統計、税の賦課・徴収、情報化推進、選挙

にかかる経費です。

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、福祉医療、生活保護、国民年金などの事業にかかる

経費です。
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人 件 費

扶 助 費

公 債 費

物 件 費

維 持 補 修 費

補 助 費 等

積 立 金

そ

の

他

の

経

費

財政運営を計画的にするため、または将来の収支不足に備えるための基金や特定の目的のた

めに設けられた基金などに積み立てるための経費です。

市が管理する公共施設の活用を保全するための経費です。

（建物の大規模改修等は普通建設事業費に、備品等の修繕費は物件費に区分）

他の地方公共団体や民間に対して、行政上の目的により支出される経費で、団体に対する負

担金や補助金、講師謝礼等の報償金、保険料、公営企業への繰出金等があります。

用　　　　語

義

務

的

経

費

職員給与、議員報酬、共済組合等への負担金などの経費です。

歳出経費のうち、法令或いは性質上その支出が義務付けられ任意に削減できない固定的な経費をいい、歳出総額に

占める割合が高くなるほど財政の硬直化が進んでいることを示します。

投 資 的 経 費

用　　　　語

労 働 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸 支 出 金

予 備 費 緊急を要する場合など、予算外の支出に充てるため使途を特定しないで計上する経費です。

解　　　　　　　　説

シルバー人材センターへの補助金や勤労者会館の管理・運営などにかかる経費です。

農業や水産業など、第一次産業の振興にかかる経費です。

商工業の振興や企業誘致、観光の振興にかかる経費です。

道路や公園の整備、都市計画、公営住宅などにかかる経費です。

消防や火災予防などをはじめ災害対策にかかる経費で、消防・救急活動については、消防団の

ほか広域市町村圏組合による共同運営で行っています。

小・中学校教育、公民館や図書館の管理・運営、生涯学習、文化・スポーツの振興などにかか

る経費です。

大雨や暴風、地震などの自然災害により被災した施設の復旧にかかる経費です。

事業執行の財源として借り入れた市債や一時借入金の元金・利子の償還にかかる経費です。

他のどの支出科目にも目的が該当しない科目で、土地や建物などの取得にかかる経費です。

解　　　　　　　　説

生活保護法や児童福祉法等の法令や条例に基づき被扶助者へお金や物品を提供する経費

で、生活保護費や児童手当、医療費助成、就学援助などがあります。

市が借り入れた市債の元利償還金や一時借入金の利子支払いにかかる経費です。

その支出が資本の形成に向けられ、施設などが将来に残るものに対して支出されるものをいい、

道路や橋、公園の整備、学校や公営住宅などの公共用施設の新増設にかかる経費である普

通建設事業費や災害復旧事業費が該当します。

旅費や臨時職員等の賃金、消耗品費や光熱水費等の需用費、通信運搬費や手数料等の

役務費、委託料など、市の経費のうち消費的な経費の総称です。
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　決算をその構成に着目して推移をみると、歳入では、人口減少や地域経済の低迷などの影響により、市

税の割合が2割弱程度と依然低く、また自主的に収入できる「自主財源」も３割弱程度で推移し、地方交

付税などの依存財源に頼った歳入構造となっています。

　歳出では、人件費が減少していく半面、扶助費の伸びが著しく、人件費、公債費と合わせた義務的経費

が５割近くを占め、財政の硬直化が進んでいます。
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H13年度 H23年度 H28年度 R3年度

【性質別歳入構成】

市債

譲与税等

国県支出金

地方交付税

その他自主財源

市税
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H13年度 H23年度 H28年度 R3年度

【性質別歳出構成】

その他経費

補助費等

物件費

投資的経費

公債費

扶助費

人件費

義
務
的
経
費

（３） 決算の構成の推移
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平成23年度 平成28年度 令和3年度

472,247円 521,106円 595,676円

給　料

　（市税、使用料・手数料など）
115,248円 116,177円 117,518円

親からの援助

　（国・県支出金、地方交付税など）
271,450円 294,567円 387,546円

預金の引き出し

　（他会計や基金からの繰入金）
317円 22,973円 3,327円

借り入れ

　（市債）
54,572円 59,816円 43,812円

前月からの繰り越し

　（前年度繰越金）
17,895円 6,847円 10,208円

雑収入

　（諸収入、寄附金など）
12,765円 20,726円 33,265円

464,964円 512,410円 582,963円

食　費

　（給与、議員報酬など）
64,852円 66,467円 72,957円

日用品や公共料金など

　（旅費、光熱水費、通信運搬費、備品購入費など）
64,778円 67,619円 74,233円

家電などの修理費

　（維持補修費）
2,827円 3,088円 3,077円

医療費など

　（児童手当、生活保護費、福祉医療費など）
98,854円 134,392円 160,137円

家屋の増改築

　（普通建設事業費など）
77,740円 66,163円 57,759円

ローンの返済

　（公債費）
49,843円 46,673円 47,010円

預　金

　（積立金、貸付金など）
6,091円 21,960円 21,157円

各種会費など

　（一部事務組合負担金など）
48,652円 53,519円 94,269円

子どもへの仕送り

　（他会計繰出金）
51,327円 52,529円 52,364円

貯蓄残高〈基金現在残高〉 152,580円 144,250円 159,787円

借金残高〈市債現残高〉 394,963円 457,386円 548,633円

4万8139人 4万5991人 4万3283人

　決算の状況をよりご理解いただけるよう、家計簿における項目を市の歳入、歳出にそれぞれ対応させ、市民1人当

たりの額に置き換えました。また、５年前、10年前と比べて、その推移をみてみます。

市民1人当たりの収入、支出額等

収　入  合  計

　　区　分　／　項　目　〈決算上の内容〉

（各年度末人口）

支　出　合　計

（４） 市民１人当たりに置き換えた決算の状況

11



令和3年度 令和2年度 前年度比

4,307,337 4,391,926 △1.9%

1,772,148 1,776,242 △0.2%

2,012,129 2,120,126 △5.1%

184,455 180,233 2.3%

338,605 315,325 7.4%

318,652 333,829 △4.5%

11,843 10,440 13.4%

306,809 323,389 △5.1%

4,625,989 4,725,755 △2.1%

○都市計画税

（単位：千円）

令和3年度決算額

街路整備事業費 301,342

公園費 85,701

都市下水路費 35,052

公債費（都市計画事業債のみ） 144,030

566,125

都市計画税 306,809

国庫・県支出金 140,674

市債 68,300

一般財源など 50,342

○入湯税

（単位：千円）

令和3年度決算額

環境衛生施設整備費 85,800

57,482

3,042

4,817

7,621

158,762

入湯税 11,843

国庫・県支出金 1,588

市債 85,800

一般財源など 59,531

財源内訳

税 目

普 通 税

令和3年度市税収入額

 事   　　  業   　　  名

合           計

　都市計画税は、都市計画区域内の土地・建物に対し市町村が課すことのできる目的税で、総

合的なまちづくりを行うため、街路や公園など、都市計画事業に要する費用の一部として活用され

ています。

目 的 税

入 湯 税

都 市 計 画 税

合          計

市 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

市 た ば こ 税

　目的税とは、その使い道を特定した上で徴収する税のことで、本市では都市計画税や入湯税が該

当します。

（単位：千円）

観光施設整備費

合           計

財源内訳

 事   　　  業   　　  名

鉱泉源の保護管理施設整備費

消防施設整備費

観光振興費

　入湯税は、鉱泉浴場（温泉）を利用する入湯客に課税する目的税で、標準で1人あたり1日

150円程度。　鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光施設などの整備や観光の振興に要す

る費用の一部として活用されています。

（５） 市税の決算状況

（６） 目的税の使途状況
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【市債の状況】

　市の借金である地方債残高は、令和3年度末で 23,746,470千円で前年度比 58,886千円の減となって

います。

　市債残高が減となったのは、年度中の償還額が 1,955,184千円に対して、借入額が 1,896,298千円と償

還額よりも借入額が下回ったことによるものです。

【基金の状況】

　市の貯金である基金は、令和3年度末で 6,916,075千円で前年度比736,732千円の増となっています主

な増減として、年度中の基金運用益32,610千円や令和2年度の決算剰余金151,000千円、寄附金

533,970千円、国補正予算に伴う普通交付税の追加交付分157,856千円など計880,752千円を積み立

てる一方、ふるさとしまばら応援基金活用事業への充当など計144,020千円を取崩しました。
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単位：億円

（７） 市債及び基金の状況

単位：億円
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（単位：千円）

会　　計　　名 最 終 予 算 額
歳入決算額

（Ａ）

歳出決算額

（B）

歳入歳出残額

（Ａ）－（Ｂ）

国 民 健 康 保 険 事 業 6,948,057 6,701,921 6,603,285 98,636

温 泉 給 湯 事 業 154,048 165,997 133,481 32,516

後 期 高 齢 者 医 療 665,393 658,347 645,612 12,735

合　　　　計 7,767,498 7,526,265 7,382,378 143,887

　

　特別会計においては、3会計の合計で歳入総額 7,526,265千円（対前年度比△0.3％）、歳出総

額 7,382,378千円（対前年度比△0.9％）、歳入歳出差引 143,887千円となりました。

３.令和3年度特別会計決算の概要

島原ふるさと創生 島原守護神キャラクター

「しまばらん」は、漫画「妖怪ウォッチ」の作

者である島原市出身の漫画家・小西紀行先生に

ふるさと島原のために制作してもらいました。
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（単位：％）

令和3年度 令和2年度

－ － － 13.06 20.00

－ － － 18.06 30.00

3.3 3.1 0.2 25.00 35.00

－ － － 350.00

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

用　　　　語

標 準 財 政 規 模

　地方公共団体の財政運営の健全度を測る指標について説明します。

　財政運営にあたっては、これらの指標に関し検証を行い、適正な運営をしていくことが求められます。

　平成19年度決算から、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、財政の健全性を判断

するための新たな指標「健全化判断比率」を算定し、公表することになりました。

　健全化判断比率とは、地方自治体の財政状況がどのような水準にあるのかを示すもので4つの指標で構

成されます。

　これらの数値が、1つでも定められた基準値（ 早期健全化基準 ： 黄信号、財政再生基準 ： 赤信号、いず

れも市町村の標準財政規模に応じて定められる ）を超えると、健全化に向けた計画の作成と実施状況の報告

等が義務付けられ、市の独自性が大きく制限されることになります。

　一般会計等の実質的な赤字額が、標準的な収入（標準財政規模）に対してどれくらいの割合になるか

を示しており、令和3年度決算では黒字であったため、この数値は出ていません。

健全化判断比率
前年度比

財政再生基準

（赤信号）

①実質赤字比率

区　　　　分

当該地方公共団体が標準的な状態で通常収入される一般財源の規模を示したもので、市等が自由

に使える財源の大きさを表します。

その団体の標準税収入額と地方譲与税等及び普通交付税を合算した額になります。

令和3年度は11,935,990千円です。

　一般会計等に特別会計と公営企業会計を合わせた市全体での赤字額が、標準的な収入（標準財政

規模）に対してどれくらいの割合になるかを示しており、令和3年度決算では全会計が黒字であったため、こ

の数値は出ていません。

　一般会計等での実質的な借入額が、標準的な収入（標準財政規模）に対してどれくらいの割合になる

かを示しており、令和3年度決算では早期健全化基準の25.0％を大きく下回っています。

　借入金返済額など、一般会計等が抱える実質的な負債額が、標準的な収入（標準財政規模）に対

してどれくらいの割合になるかを示しており、令和3年度決算では早期健全化基準の350.0％を大きく下

回っています。

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

解　　　　　　　　説

早期健全化基準

（黄信号）

４.財政運営の健全度

（１） 決算に基づく健全化判断比率
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経常収支比率

財政力指数

　経常収支比率は、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標で、毎年経常的に支出され

る経費のために、市税や地方交付税などの経常的に収入される財源がどれだけ消費されたかを示す比

率です。

  この比率が低いほど自由に使える財源が多く、臨時的な事業、施策に対応できる余裕があると言えま

す。

　地方公共団体が平均的な行政活動を行うために必要な経費を、市税など自ら調達できる財源でどれ

だけ賄えているかを表す指数で、この数値が「1」に近くなるほど、あるいは「1」を超えるほど財源に余裕が

あり財政基盤は強いとみられ、「1」を超えると普通交付税は交付されなくなります。

92.3

93.2

89.6
90.3

90.7 90.9
91.2

92.6

90.4

87.0

88.0

89.0

90.0

91.0

92.0

93.0

94.0

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 R2年度 R3年度

単位：％

（２） 経常収支比率・財政力指数

0.42 0.41 0.42 0.42 0.43 0.44 0.45 0.45 0.44

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 R2年度 R3年度
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（単位：千円）

予算額 構成比
未収入額

（Ａ）－（Ｂ）

1,630,819 36.9% 807,126

個 人 1,416,919 34.0% 804,485

法 人 213,900 2.9% 2,641

1,961,845 47.4% 782,309

固 定 資 産 税 1,952,485 - 782,309

国有資産等所在市町

村 交 付 金
9,360 - -

軽 自 動 車 税 187,807 4.3% 5,618

市 た ば こ 税 310,217 4.1% 21

入 湯 税 13,705 0.2% 127

都 市 計 画 税 301,022 7.1% 120,704

計 4,405,415 100% 1,715,905

滞 納 繰 越 分 27,937 - 213,532

総 計 4,433,352 - 1,929,437

　　

（注）

22,540,813千円

1人当たり

703,906

124,971

1,318,682

1,309,519

9,163

1世帯当たり総　　額

　　令和4年9月30日現在の市税や借入金など市民負担の状況は次のとおりです。

7,528

179,952

188,984

9,163

2,091,828

2,100,991

127,612

1,508,391

1,636,003

調定額 (A)

828,877

収入済額 (B)

183,366

179,931

7,401

市　　　債（※）

合　　　　　　　計

     市債（借入金）は、市税のように市民の直接的な負担ではなく、市の収入の中から年々償還している間接

的な負担であります。

・人口は4万3242人、世帯数は1万9763世帯 （令和4年9月30日現在）として算出しています。

・市税は、個人市民税・固定資産税（交付金・納付金は除く）・軽自動車税・ 都市計画税の調定額で､ 滞納繰越

分を除いて計上しています。

・市債は一般会計分を計上しています。

税　　　　   　目

区　　　　　　　分

市　　　税（※） 207,987円

1,140,556円

1,348,543円26,651,255千円

4,659,101

224,404

4,434,697

521,271円

616,328円

　　市　　民　　税

　　固　定　資　産　税

321,239

95,057円

200,535

2,718,792

10,872

2,729,664

4,110,442千円

（１） 令和4年度市税の税目毎賦課徴収状況

（２） 市税と市債の市民１人当たり及び１世帯当たりの負担状況

５.令和4年度市民負担の状況
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（令和4年9月30日現在）

（１）  財    産

土 地 3,047,340㎡  出資による権利 264,066千円
建 物 238,051㎡  有 価 証 券 72,645千円
立 木 推 定 量 73,511㎥  基 金 7,813,657千円

（２）  市　　債
目   的   別   現   債   高   状   況

　   令和4年9月30日の市債現債高は 22,789,440千円となっており、前年同時期（23,241,150

千円）と比較すると 451,710千円（△1.9％）の減となりました。

６.財産・市債・一時借入金の状況について

一　般　会　計 22,540,813 98.9%

１． 普        通        債 11,444,239 50.2%

(1) 総 務 603,544 2.6%

(2) 民 生 886,789 3.9%

(3) 衛 生 2,074,726 9.1%

(4) 農 林 水 産 712,488 3.1%

(5) 商 工 242,855 1.1%

(6) 土 木 3,832,389 16.8%

(7) 消 防 532,749 2.4%

(8) 教 育 2,558,699 11.2%

２． 災    害    復    旧 3,718,788 16.3%

(1) 土 木 17,982 0.1%

(2) 農 林 6,579 0.0%

(3) そ の 他 3,694,227 16.2%

３． そ       の       他 7,377,786 32.4%

(1) 減 税 補 て ん 債 31,059 0.1%

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 7,274,613 31.9%

(3) 減 収 補 て ん 債 72,114 0.4%

特　別　会　計 248,627 1.1%

248,627 1.1%

22,789,440 100%

　　　【 目  的  別  現  債  高 の 状  況 】                      （単位：千円）

合            計

区            分 令和4年9月30日　現在

温 泉 給 湯 事 業

R 4.4.1 R 4.4.1

～Ｒ 4.9.30 ～Ｒ 4.9.30

現債高 借入額 償還額 現債高

24,090,651 1,301,211 22,789,440

R 4.4.1 Ｒ 4.9.30

（単位：千円）

18



【 借 入 先 別 現 債 高 の 状 況 】

温泉給湯事業

構 成 比

100.0%

（3）  一  時  借  入  金 な　　し

　　　島原半島ジオパークキャラクター

［  一  般  会  計  ］

借　入　先 市債現在高

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 248,627千円

［  特  別  会  計  ］

政府資金

61.9%

公庫資金

29.1%

民間等資金

9.0%

財務省理財局

61.4%

日本郵政

0.5％

地方公共団体

金融機構

29.1%

市中銀行

4.0%

共済組合等

1.2%

その他

3.8%

市債現在高
22,540,813千円
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　（　予算総額　25,417,568千円　）

一般会計歳入予算：科目別・財源別構成 一般会計歳出予算：性質別構成

　令和4年度の当初予算については、前回の公表でお知らせしましたので、今回は補正予算及び令和4年9月

30日までの予算の執行状況について説明します。

　一般会計当初予算は 24,088,000千円でしたが、4月に 87,500千円の増額補正、6月に 223,240千

円の増額補正、9月に1,018,828千円の増額補正を行い、予算総額は 25,417,568千円となりました。

　補正の主なものは、新型コロナウィルスワクチン予防接係事業や子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

などの新型コロナウイルス感染症対策事業、温水プール新築事業、地方創生整備推進交付金事業（自転車

歩行者専用道路整備）等を増額し、その財源として国庫支出金、県支出金、市債等を充当しています。

　以下、図表により説明します。

７.令和4年度の予算及び執行状況について

義務的経費

48.9%

投資的経費

11.2%

その他

39.9%

扶助費

25.6%

人件費

13.3%

公債費

10.0%

普通建設事業費

11.2%

物件費

14.5%

補助費等

12.4%

繰出金

9.2%

積立金

3.1%

その他

0.7%

自主財源

34.0%

依存財源

66.0%

市税

17.5%

繰入金

7.9%

寄附金

4.3%

その他

4.3%

地方交付税

25.4%

国庫支出金

20.6%

県支出金

8.2%

市債

7.3%

その他

4.5%

歳 出歳 入
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（当初予算～50号補正）

（単位：千円）

当 初 予 算 額 補    正    額 計 収 入 済 額 (9/30 現 在 )

1 市 税 4,433,352 - 4,433,352 2,830,051

2 地 方 譲 与 税 166,320 - 166,320 46,026

3 利 子 割 交 付 金 1,800 - 1,800 625

4 配 当 割 交 付 金 9,000 - 9,000 2,308

5 株式等譲渡所得割交付金 6,000 - 6,000 -

6 法 人 事 業 税 交 付 金 14,000 - 14,000 27,216

歳 7 地 方 消 費 税 交 付 金 940,000 - 940,000 586,822

8 環 境 性 能 割 交 付 金 8,100 - 8,100 3,338

9 地 方 特 例 交 付 金 10,000 - 10,000 20,342

10 地 方 交 付 税 6,450,000 - 6,450,000 4,372,013

11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 6,000 - 6,000 2,381

12 分 担 金 及 び 負 担 金 59,239 - 59,239 23,205

13 使 用 料 及 び 手 数 料 316,566 - 316,566 140,117

14 国 庫 支 出 金 4,533,491 709,951 5,243,442 958,876

入 15 県 支 出 金 2,017,663 58,741 2,076,404 162,271

16 財 産 収 入 39,470 - 39,470 67,811

17 寄 附 金 1,100,057 2,350 1,102,407 210,215

18 繰 入 金 1,985,318 - 1,985,318 -

19 繰 越 金 1 308,768 308,769 550,268

20 諸 収 入 305,923 83,558 389,481 155,349

21 市 債 1,685,700 166,200 1,851,900 -

24,088,000 1,329,568 25,417,568 10,159,234

（単位：千円）

当 初 予 算 額 補    正    額 計 支 出 済 額 (9/30 現 在 )

1 議 会 費 213,237 - 213,237 102,869

2 総 務 費 3,270,502 262,731 3,533,233 1,032,201

3 民 生 費 10,248,408 143,684 10,392,092 4,061,459

4 衛 生 費 2,031,372 256,941 2,288,313 794,458

歳 5 労 働 費 14,872 - 14,872 14,075

6 農 林 水 産 業 費 640,574 97,713 738,287 217,921

7 商 工 費 835,365 222,082 1,057,447 506,957

8 土 木 費 1,977,175 - 2,084,475 327,866

9 消 防 費 661,773 2,000 663,773 423,163

出 10 教 育 費 1,703,211 177,109 1,880,320 684,989

11 災 害 復 旧 費 9 - 9 -

12 公 債 費 2,471,500 - 2,531,508 1,297,801

13 諸 支 出 金 2 - - -

14 予 備 費 20,000 - 20,000 -

24,088,000 1,329,568 25,417,568 9,463,759

【令 和 4 年 度 一 般 会 計 予 算 及 び 執 行 状 況】

款

款

歳       出       合        計

歳       入       合        計
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（単位：千円）

会　　計　　別 当 初 予 算 額 補  正  額 予　算　現　額 収 入 済 額 支 出 済 額

国 民 健 康 保険 事業 6,640,477 - 6,640,477 2,749,639 2,386,079

温 泉 給 湯 事 業 122,452 - 122,452 96,283 56,169

後 期 高 齢 者 医 療 701,427 - 701,427 211,666 212,424

合　　　計 7,464,356 - 7,464,356 3,057,588 2,654,672

【令 和 4 年 度 特 別 会 計 予 算 及 び 執 行 状 況】

【令 和 ４ 年 度 一 般 会 計 予 算 の 執 行 状 況】
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　 以上、本市の令和3年度決算の状況および令和4年度上半期における予算、執行状況について

説明を終わることにいたします。

　本年度下半期の財政運営につきましても、厳しい諸情勢の中ではありますが健全性の確保に配意

し、市勢振興に向け諸施策を推進してまいります。

【月  別  収  支  の  状  況】
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財政事情説明書　長崎県島原市

令和4年12月1日公表


